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子どもの権利集約

ネ ッ ト ワ ー ク

子どももおとなも考え、表現 した2 日間

～子どもの権利条約・ 国連採択20周年記念 集中イベン ト

谷川 由 起 子 （特定非営利活動法人こども福祉研究所 理事）

「子 どもの権利条 約 が国連 で採択 されて か ら、今年 で（や っ

と）2 0 年」 とい う事 実は、子 どもの権 利や福 祉 に関わる仕事

や活動 を して いる人 々にと っては常識で も、一般の人々 にと っ

ては驚 くべきことであ ろう。事実 、私 のいわゆる 「ママ友達」

には、「子 ども には生 きる権利 があ ります」 とい う当然の こと

が2 0 年前まで は公式 には認め られていなか ったとい うことを

知って いる人は誰も いなか った。 このことか ら、「子 どもの権

利条約・ 国連採択2 0 周年記念事 業の一貫 と して、夏の集 中イ

ベン トを実 施す る」 と聞いた 時、す ぐに考え たの は 「ひ と り

でも多 くの人 に、『た った2 0 年 しか経 っていない』 ことを知 っ

てもらいたい」 とい うことだ った。

子どもの権利条約・国連採択2 0 周年記念事業は年間を通 じ

て様 々な形 で実施 され るが、集 中イベ ン トは全 国労 働者共 済

生活協同組合連合会（全労済）様か ら西新宿の「全労済ホール

／スペ ース・ゼ ロ」 の提供 を受 け、8 月2 9 日（土）・ 3 0 日（日）

の2 日間 に 「子 ど もた ち は表 現 する・ お と なた ち は考 え る」

をテーマと して実 施する ことが決 まった。N P O こども福祉 研

究所 が運 営協力 と して実 務の多 くを担 うこと にな った が、準

備作業に専念できる人員が一人もいない状況下で私が微力な

がら計画・準 備作 業の実 務を担 当す る こととな り、準備 が行

き届か ず、参加 して くだ さった団体 の皆様 には直前 までバ タ

バタと様々な連絡・調整に ご協力いただ くことにな って しまっ

たことは、今でも猛省 している次第である 。

2 日間の イベ ン ト構成 は以 下の 通 りであ る。全 プロ グラ ム

入場無料で実施 した 。

展示 スペ ー ス上 か ら

N EW SLETTER  N o ． 9 7 C O N T E N T S

○子 どもも おとな も考え 、表現 した 2 日間 ／ 1

0 子どもたちは表現する ／4

・オ ト♪スタ （アン プラグ ド ライ ブ）

・ ロスえ んクエ ン トロス （フ ォル クロー レ演奏 ）

・東京シューレ（不登校の子どもの権利宣言）

O「不登校の子どもの権利宣言」と

子どもの自発的権利学習 ／7

○地方自治体 と子ども施策 ／8

0 記念講演 「子どものS O S と子 どもにやさ しいまちづ く り」 ／ 9

○オ ンブズ 8 サ ミ ッ ト報告 ／ 1 0

⑳○子どもの権利条約基礎講座 ／1 1

0 子 どもの 権利条 約 フ ォー ラム inと やま ／ 1 2

』

子ど もの権 利 条約 第9 7 号 ・ 20 0 9 年 9 月 15 日号



【 8 月 2 9 日 】

O 「子 どもた ちは表 現す る」：子 ど もたち によ るパ フォーマ ンス

・U n P lu g g e d liv e ／オ ト♪スタ （N P O 法人 J U M P ） ：ア コース テ ィックバ ン ド演奏

・ 不登 校か らの権 利宣言 ／フ リース クール 東京 シ ュー レ

・ ロス えん クエン トロス ／N P O 法人 フ リー スペー スた ま りば：フォル クロー レ演奏

・ C h ild to Publicキャンペーン～子どもたちの映像メッセージ「私にできること」／社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

・朗読 劇・働 く子 どもた ち について 知ろ う／N P O 法 人 フ リー ・ザ・ チル ドレン ・ジ ャパ ン

・子どもの権利条約世代の子どもから～私たちにとっての子どもの権利条約／子どもの権利条約ネッ トワーク

O 「お となたち は考 える」

・「おとなの拘える問題を子どもに背負わせるな～貧困を断ち切る子ども支援を探る」

コーディネーター ：森田明美（東洋大学社会学部教授）

シンポジス ト：石井小夜子 （弁護士）・奥地圭子 （東京シューレ）・原咲子 （早稲田大学非常勤講師）

・子どもの権利条約 N G O レポー ト連絡会議による特別発言

【 8 月 3 0 日】

○東京弁護士会主催「子どもたちと弁護士がつ くるお芝居『もがれた翼 パー ト1 6 ～あの橋をわたって』

○社会的養護の下でのケアを考える会・報告／ N P O 社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ

【 8 月 2 9 日・ 3 0 日共通 】

○展示「子どもの権利条約 2 0 年・子どもの未来へのメッセージ」

○未成年「模擬」衆議院議員選挙／模擬選挙推進ネッ トワーク

○子 どもた ちの 手作 り 「た ま りばカ フェ」／ N P O フリースペ ース たま りば

○み んなで 描 く絵 「長 く長 く手 をつな ご う」

○プラ板工作 コーナー ○映 像作 品展示 ○関連書籍や作品、物品の販売、試食

初 日である8 月2 9 日（土 ）は朝 か ら快晴 だ った。関係者 の多

くは9 時 に会 場 に集合 し、 ご挨拶 もほ どほ ど に準 備作 業 にと

りかか った 。お互 いに面 識がな い団体 が多 い中、ギ ャラ リー

での展 示作 業や 配布 資 料の 準備 は協 力 しあ い、相 談 しあ い、

譲り合 って、スム ーズか つ和 やか に進 んで い った 。準備作 業

が始ま って ほ どな くす ると、今風 の若 い男性 数人 が会場 に到

着した。深夜 に大 阪を高速 バス で出発 して会 場ま で来て くれ

たオ ト♪スタの メンバ ーだ った。バ スでの長 旅の あと、朝 早

く新 宿 に到着 してか ら数 時間 はど こかで時 間をつ ぶ して いた

のであ ろうが、その疲 れも見せず に元 気に挨拶 を して くれて、

私の 心の中 で 「子 どもたち は表現 する」 への期 待 はます ます

膨らんだ。

「子 どもたち は表現 する」 に出演 する と同時 に展示 、物販、

さらに 「子 どもたちの手作 り 『た まりばカフ ェ』」と しての参

カロをもお願 い した フ リー スペー スた ま りばの 皆 さんは、手 作

りク ッキー など を含 むた くさんの 荷物 と ともに到着 。フ リー

スペ ースた ま りばは、前 日までい つ連結 を入 れて も電話の 向

こうで フォル クロー レの練習 を して いる音が聞 こえていたが、

その 上にカ フ ェや 展示の準 備ま で しな けれ ばな らず、とて も

大変 だ った だろ う。 そんな心 配 をよそ に、数時 間後 にステ ー

ジに立つ子 ども大人 も作業 を分担 し、手 際よ く準備 が進ん で

いった。

準 備 を開始 して約 2 時間後 、参カロした すべ ての 団体 のメ ン

バー全昌が協力しあい、会場全体の準備は予想以上の早さで

進ん でいた。 展示 に参 カロす る団体の 中 にはス タ ッフの調整 が

付かず、展示物 だけが会場 に到着 している団体もい くつかあ っ

たの だが、 自分たち の展示 が済ん だ団体 は率先 して スタ ッフ

が到 着 して いない団体 の展示作 業を担 って くださ った。 2 日

「 寄 り合 い所帯」 だ とい うことが嘘の よ うに感 じら

子どもの権 利 条約 第9 7 号 ・2 0 0 9 年9 月 15 日号院

れるチーム ワークのお かげで 1 2 時頃まで にはほとん どの準 備

は完了 し、 13 時の公 開開始を待 つぱか りとな っていた。会 場

の裏手 か らは 「子 どもたち は表現 する」 の出演 者が練 習す る

貢が聞 こえて、全体 がイベ ン トらしいムー ドに包まれていた。

公開 開始 の 13 時 を過 ぎる と、 ポ ッポ ッと お客様 が お見 え に

なった 。残暑 の厳 しい 日だ ったの で、 日本 生活 協同組 合連合

会様 よ り寄付 して いただ いた飲 み物を冷 や して、お客 様 に自

由に取 っていただ くよう準備 した。

主 催者 ご挨 才夢のあ と、 14 時 過 ぎよ り「子 ど もた ち は表 現

する」を開演 した。最初 にステージ上 でマイ クを持 ったのは、

オト♪スタの楽 しい M C の若者。彼が 自弄蕉体 のマイ クパ フォー

マンスで観客をひきつ けた後 、

オ ト♪ス タの2 つ のバ ン ドが胸 に染み 入る格 好 いい演 奏 を

披露 して くれ た。演奏後 に舞 台袖 に戻 ってきた 彼 らの 表情 は

晴れ晴れと していて、 まぶ しいほどであ った。

次の演 目はフ リー ス クー ル東京 シ ュー レによる 「不 登校 か

らの権利宣言」。 この宣言 は、東京 シュー レが毎年 実施 して い

る全国の 不登校 の子 どもた ち による 「子 ども交 流合宿」 が今

年で2 0 年 を迎えた ことを機に採択 した宣言で、採択 までの プ

ロセス を中心 的に担 った子 どもた ちが手作 り楽 器の演 奏や 映

像をは さみな が ら、 13 条か らな る 「不登 校か らの権 利宣言 」

を発表 して くれた。感 極ま って涙 を見せ る子 ども、笑顔 で喜

びを分 かち合 う子 どもの様 子か ら、この宣 言 に込め られた 熱

い思 いが感 じられる発表で あ った。

次 に、子 ども と大 人約2 0 名で構成 されるフ リー スペース た

まりばのフ ォル クロー レバ ン ド「ロス えんクエ ン トロス」 が

ステー ジに上 が った。 アン デス地方 の衣装 を身 に着 けた メン

バーは民族楽器を持ち、日頃の練習成果を存分に発揮する演

奏を して くれた 。た ま りばカ フ ェで 売 られ て いる ク ッキー や



ティ ッシ ュケース 、髪を束 ねる コムな どには、 こ こで演奏 し

てくれている 子 どもたちの 作品 も含 まれる。そ の豊 かな表現

力に圧倒される演奏 だった。

次 は セ ー ブ・ザ・チル ドレン・ ジ ャパ ン に よ る 「C h itd  t o

P u b licキ ャンペ ー ン～子 ども たちの 映像メ ッセー ジ 『私 にで

きる こと』」 の入賞 作品 の紹介 がお こなわ れた。「私 にでき る

こと」とい うテー マを与え られた子 どもたちが作 り出 した メ ッ

セー ジ性 にあ ふれ る作品 は、子 どもの素 直な 問題意識 をス ト

レー トに表現 して いて、宿j題を突 きつ け られた よ うに感 じた

大人も多 くいたであろ う。 ここで紹介 した作 品は3 0 日の来場

者にも見ていただ けるよう、ギ ャラ リーの一角の映像 コーナー

でも流 させていた だいた。（セーブ・ザ・ チル ドレン・ ジ ャパ

ンのホt ムペー ジでも見 ることができる 。）

続いて、 フ リー・ザ・チル ドレン・ジ ャパ ンによる 「朗読 劇 ・

働く子 ども たち について知 ろ う」 が披露 され た。ス テー ジに

は制服 姿の高 校生 が上が り、映 し出さ れるイ ン ドの子 ども た

ちの写 真 に合 わせ 、生活の ため に働 くことを余 儀な くされ て

いる子 ども たちの実 情を訴 えた。 印象 的だ ったの は最 後の写

真が 大勢の子 ども たちの あふれ るほ どの笑顔 で埋め 尽 くされ

ていた ことで、 どん な状況 下で も希望 を失わ ない子 どもた ち

の強さ に胸 を打 たれた。

最 後は少 し趣 向を変 え、 自らが子 どもの立場 で川 崎の権利

条例 を作 る 「子 ども委員 会」で 活動 し、母 とな った 現在 も子

どもの権利 を守 るため に活動 を続 けている 圃谷雪絵 さんが ス

テー ジに上が り、「子 どもの権 利条約」 と共 に歩んだ半生 につ

いて、誰 にも分 かる易 しい言葉 で語 って くれた。大 人 にな っ

てか ら子 どもの権 利 について考 える よ うにな った わけで はな

く、中学生 の時 か ら自然 体で権 利 と向き合 ってき た圃谷 さん

の言葉 には重み があ り、子 どもの権利 に関す る条例 作 りに子

ども 自身 が参画 する ことの意義 を参加 者 に伝 えて余 りあ る内

容だった。

「子 どもたちは表現する」 に出演 した子 どもたち には、特別

な子 どもはい ない。みん な普通 の子 どもた ちだ。普 通の子 ど

もたちが ステ ージ に立 つ時 に向 けて様々 に考 え、努力 し、練

習を重 ねてき た。ステ ージ に上 がる 前、舞台 袖で は緊張 のた

めに手が震 え ていた子 ども も多か った。そ んな彼 らが本番 で

は実 に生 き生 きと 自らのメ ッセー ジを伝 え、達成 感 にあ ふれ

た誇 ら しげな表 情で ステー ジか ら戻 って きた。そ の姿 はまさ

に子どもの権利条約の中の 「参加する権利」の意義を全身で

訴えて いた。彼 らか ら 「参カロす る権利 」を奪 うことは決 して

許されない、そ う実感する ことができた瞬 間であ った。

今で も後 悔 している のは、彼 らに全 員での 記念撮 影を しても

らわな か ったこ とと、グルー プ同士 の交流 の場 を設置 できな

かった ことである。忙 しさにかま けてそ こまで気 が回 らなか っ

たが、後悔 しても しきれ ないほど残念 に感 じている。

休 憩を挟 んだ後、「お となた ちは考 える」 が開演 とな った。

子どもたち が豊かな 表現力 を使 い、直接 的に も間接 的にも大

人に対 して問責題提起 して くれた 「子 ども たち は表現す る」の

雰囲気が残 る会場 で、静か にシ ンポ ジウムが始 ま った。 コー

ディネー ターであ る東洋 大学 社会学部教授 森 田明美さん によ

る問題提 起 に続き、3 人 のシ ンポ ジス トがそ れぞ れの立 場 か

ら意見 を述べた。

・奥地圭子さん（東京シュー レ）「不登校の子どもへの支援から」

・石井小夜子さん（弁護士）「ひとり親・外国人家庭支援から」

・原 咲子 （早稲田大学非常勤講師）「就学援助の現実から」

大人の 抱え る問題 がどの よ うに子ど もの育 ちや暮 らしへ 影

響して いるか につい て、参加 者が それぞ れの立 場で真 剣 にシ

ンポジ ス トの話 を聞 いて いたせ いだろ うか、会 場は張 り詰 め

た空気 が流れている ように感 じた。

短い休憩を挟んで、荒牧重人さん（山梨学院大学法科大学院

教授）と平野 裕二 さん（A ctio n fo「the Rights of Chi旧「en

代表）か ら、子 どもの権 利条 約N G O レポー ト連絡 会議 に よる

特別発言 が発表された。「国連・子どもの権利委員会と第 3

回日本報 告書審 査」 と是喜し、国際 的な流 れや 動き、 日本の 報

告審査 について専門的な説 明がお こなわれ た。

続 いて、 一 日を締 め く くる シン ポジ ウム の総 括 とな った。

大人の抱 える 問題が子 ど もへ と垂 れ流 される現 状を変 える こ

とは一朝 一 夕には難 しい。 しか し、各個人 や 団体が 問題意識

を失わ ず、役割 を果 たす ことでき っと状 況 は変え られる。 や

るべき こと はまだた くさん ある。そ んな風 に感 じさ せ られ る

シンポジウムであ った。

以上 で述べ た 「子 どもた ちは表現 する」・「おとなた ち は考

える」 と並行 して おこな われて いた展示 や販 売会場 で は、各

団体が趣 向 をこ ら した掲示 物や資 料、書籍 で会 場が埋 め尽 く

されて いた。来 場者 は資料 を手 に取 った り、 スタ ッフの説 明

を聞い た り しなが ら、子 どもの権利 につ いて考 える ひと時 を

過ご して くれた ことと思 う。

会場内 に設置 された幅 10 メー トルの共同制作作 品 「みん な

で描 く絵 『長 く長 く手を つなご う』」 も、来場者 が思い思 いの

イラス トを描 き こん で くれたお かげで 、華 や かな作品 に仕 上

がった 。来場の 記念 にもな るプ ラ板 工作 にも多 くの方 が参カロ

して くれて いた。で きあ が ったキ ーホル ダー を見な が ら、時

には このイベ ン トの ことを思い出 して欲 しいと思 う。

「子 ど もたちの 手作 り『た ま りば カ フェ』」 は、初 日は 夕方

には商 品が売 り切れ とな り、予定 よ り早 めの店 じま いとな っ

た。私 はあ とでク ッキー を買い求 めよ うと思 っていた ので買

いそ びれる結 果 とな った が、翌 日には また新 しい商 品を持 ち

こん で くだ さ った おか げで、初 日の分 まであ れ これ 買い求 め

ることができた 。

偶然 にも 本当の衆 議院 議員選挙 と同 日の 開催 とな った 「未

成年模擬衆議院議員選挙」 コーナーには本物の投票箱が設置

され 、大人顔 負 けにマニ フ ェス トな どの資 料を見 た り、党 代

表の写真を眺めながら貴重な一票の投票先を決めている子ど

もたち は非常 に微 笑ま しく、 また頼 も しくも見えた。

2 日目であ る3 0 日（日）は台風が関東地 方 に接近 する中、 1 1

時か ら展示 会場の 開放 を開始 した。午後 か らは東京 弁護士 会

による「子 どもたち と弁護士がつ くる お芝居 『もがれた翼 パー

ト16 ～ あの橋 をわ た って』」 が2 回公 演で実 施さ れた。も が

れた翼 は毎 年観 に来て くださ るよ うな熱心 な フアンもい るお

芝居 で、 この 日も昼の部・ 夜の 部合わ せて6 0 0 人を超す お客

様が ご来場 された。

前日に引き続 いて実 施 した展示 や販売 、た ま りばカ ブ

子ど もの権 利 条約 第 97 号 ・ 2 00 9 年 9 月 15 日号
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ども、特 にもが れた翼の 開演前 な どはた くさんの お客様 が足

を止めて くだ さ り、「ひ と りでも多 くの人 に、『た った2 0 年 し

か経 っ て い な い』 こ と を 矢口っ て も ら う 」 と い う課 景引こも応 え

られたと思 う。

結果的 に、8 月2 9 日（土 ）は大 人子 ども合 わせて約 1 7 0 人 、

3 0 日（日）には約 6 0 0 人 、合計で約 7 7 0 人 の方 にご来場 いた

だけた。 ご来場 くださ った方 々に、 ほんの少 しだ けでも子 ど

もの権利 につ いて興味 や関心 を持ち 続けて いただ ける き っか

けを与えることができたので はないかと 自負 して いる。

未成年模 擬選 挙 につ いて はこの イベ ン トの中だ けでな く各

地でお こなわ れた投票 結果 を集約 して結果発 表 される こと に

なって いるが 、9 月 9 日現在 では まだ集計 が終 わ って いな い。

9 月3 日まで にまと め られた有 効投 票数 は2 ．8 8 4 票 で、 まだ

7 ケ所分が集計 されていない。ご興味のある方 はインターネ ッ

トで 「未成年模擬選挙 」 とい うキーワー ドで検 索を して 、「未

成年模擬選挙」のブロ クか ら結果 を ご確認いただ きたい。

繰 り返 しになる が、 この イベ ン トには様々 な団体 に参カロし

ていただいた。主催者である子どもの権利条約総合研究所と

東京弁護士会 を入れる とその数は実 に2 2 団体 とな り、それぞ

れの 団体の立 脚点 も多様 であ るが、そ の立脚 点は以 下の よ う

に大別できる。

（ 〇子 どもの権 利 に関する条 約や条 例 を軸 と して子 どもの権 利

実現を図る

（ か法律の専門家 と して子どもを支援す る

③不登校の子どもを支え、多様な 「育ちの場」を提供する

（ 多食か ら子 どもの成長 発達を保障する

（ 9 子ども参カロを推進 する

（ 参国際的活動 を通 じて世界の子 ども と日本の子どもを支え る

この よ うに分類 してみ る と、多 様な 大人た ちが多 様な子 ど

もを いろい ろな方面 か ら支え ている ことが分 かる 。それ ぞれ

の立場で大人たち が考 え、行動 し、連携 する ことは、今年 でや っ

と成人 式 を迎 えた子 ど もの権利条 約 が成熟 してい くため に不

可欠だ と実感で きた2 日間であ った。

子ぞ もたち は表現す 尋

魯アンプラグ ドライブ ～ オ ト ♪ス タ （N P O 法人JU M P）～

』

「 こんにちは。ぼ くたちはオ ト♪ス タとい う団体です。」

イベ ン トの 1 番。 とても緊 張 した様子 でひ とりの子 どもが

舞台 に立ち ま した。そ の表情 や震 える手 か らも 緊張が伝 わ っ

てきます。オ ト♪ス タの成 り立ち につい てのエ ピソー ドを話

しは じめ ま した 。

2 0 0 0 年 、新大 阪駅の近 くで中高 生を中 心 と した 「バ ッテ

リスタデ ィ教 室」 とい う学 習会が でき ま した。 地域の低 学力

に課 題を感 じた青年 が集 ま り、子 どもの居 場所 や勉強 ので き

る環 境を作 ろ うとひ らいた もので した。来 て いる子 どもたち

に、黒 い髪の 毛の子 はお らず、金髪 に ピアス、腰 パ ンなどが

学習 会の 制服 のよ うで した。テ ス トで0 点 を どれ だけ と った

かを競 う子 どもた ち。勉強 ができ ない ことで学校 に は居 場所

がない。でも、ここだったらあ りの ままの 自分 を受 け入れて く

れる。青年や地元のおとなたち との 出会 いや繋が りのなかで学

ぶことで、子 どものたちの学力は次第にあが っていきま した。

ある とき学習会 のス タ ッフの 1 人が仕 事の ために東 京 に移

子どもの権 利 条 約 第 97 号 ・2 0 0 9 年 9 月1 5 日号

り住 む ことにな りま した。お となも子 ども もー緒 にな ってス

タッフを送 り出そ うと「さよな らLlV E」 を企画 し、一生懸 命

練習 した演 奏で送 り出 しま した 。それ をお客 さん と して見 て

いた子 どもたちが、「ぽ くらも楽 器をや ってみたい、バ ン ドが

した い」 とスタ ッフにかけあい、音楽 の学習会 「オ ト♪ス タ」

がは じま り ま した 。

子 どもが エ ピソー ドを 話 し終 えた 後、 17 歳 の 3 人組 「A ●

d io t （エ デ ィオ ッ ト）」 と 18 歳の 2 人 組 「d u a l s o u n d （デ ュ

アルサ ウン ド）」 が登場 し、日ごろの練習の成 果を発表 しま し

た。 どち らも会 場を大い に盛 り上 げてくれま した。

「め っち や緊張 した。 こん なにミス したの は初め て」、「不安

やった けど、東京 に来て 演奏で きて ホンマ良 い経験 にな った

わ」、「こんな発表の場 を与えて くれてあ りが とう」「も っとも っ

といろん なと ころで発表 して いきた い」演奏 を終 えた子 ど も

たち の楽屋 での感 想で す。子 どもた ちのパ ワー に元 気 づけ ら

れま した 。



螢フ ォル ク ロー レ演 奏 ～ ロ ス え ん ク エ ン ト ロ ス（N PO法人フリースペースたまりば）～

まず最初 に、何よ りも楽 しか ったです。

みんなと楽屋にいる時間 とか 、本 番前の練習 とか、

楽屋のモニ ターか らB LU E H EA R T S が 流れて頭 振 って た とき

とか、

ステージが終わ った後 ビデオ見 てた時 とか 、

片付けの時、カホン叩いて いる兄 ち やん と絡め た時とか、

全部、全部楽 しか ったです 。

もちろん 自分のステー ジも楽 しか ったです 。

完璧で はな い し、観 客席 を気 にす る余裕 もあ ま りな か ったけ

れども、

やっぱ り楽 しくて楽 しくて仕方なか ったな あつて。

自分が この音楽 を始 めたき っか けは本 当に小さなもんで 。

ただ、周 りがや ってたか らボ ンツとやってみただ けで した 。

それがも う5 年前だ ったかな ？

あの時の 自分 はこん なになる とは思 っていませんで した 。

とい うか中 学一年生 の 自分は こんな に長い 間続 くとは思 って

いなか ったの で。

自分が こんな に笛 に思い入れ しているのは、間違いな く「えん」

のみんな 、「ロスえん クエン トロス」のせ いだと思います。

とい うか 、こうい うものを 自分 が書 くことになる とは。

自分 は本 当に文字 及 び文章が 書 けない人 間なの で、、、 こんな

感じで 良 い の で し ょ うか ？

でも子 どもの権利条 約の方か らこ うい う話 を貰 えたの も、「ロ

スえん クエン トロス」 のみん なが少 しは評価 され た とい う事

だと思 います。

タ善しいです。本当 に有難 うございます。

（「ロスえ んクエン トロス」 メンバ ー）

魯不登校の子どもの権利宣言 ～ フリースクール 東 京 シ ュ ー レ ～

私 たちがつ くった 「不 登校の子 どもの権利宣言」 が 8 月2 2

日、2 3 日に行 われ た 「全 国子 ども 交 流合 宿ば お ばお」 の 大

会エ ンデ イン クで採択 され ま した。 この宣言 は、一 年 間東 京

シュー レで 子 どもの 権利 を学 ん でき たメ ンバ ー と実行 委昌 、

1 5 人 ほ どが関 わ り草案 を つ く り、採 択前 日に合 宿参 加者 と

いっしょにミーテ ィングを開 きまとめあげたものです 。

宣言 をつ くる ことにな った き っか け は、毎 年夏 に行わ れて

いる 「全国子 ども交流合宿」が 、今 年、2 0 回大会 という節 目

に東京 の早稲 田大学 で開か れる ことにな り、私が 実行委 員長

を務 める ことにな りま した 。そ こで、不登校 を否 定的 にみる

社会 の価値観 のな かで、不登校 の私 たち が感 じている ことを

社会 に向 けて発信 してい きたい とい う思 いか ら、実行 委昌会

企画 と して不 登校の 立場 か ら見た 、子 どもの権利 宣言 をつ く

り、 エンデ ィン グで採 択す る ことに しま した。 また偶 然 にも

今年 は子 どもの権利条約が採 択されて 2 0 年 目で二 つの節 目が

重なる年で した。

この宣言 の土台 とな ったの は、去年 の 5 月 か ら東京 シ ュー

レで開 いてい る子 どもの権利 講座 で した 。この講 座 はユニセ

フハ ウスに見学 に行 った とき、子 どもの権 利 とい うと発展途

上国の子 どもの ため にある よ うなイメー ジだ が、 日本 に住 む

私たち の子 どもの権 利はあ るの か、も っと私た ち 自身 で子 ど

もの権利 を学ん で考 えてい きた いと感 じた ことか ら始 ま った

ものです。

草案 づ く りでは、 その一年 間の 学び を生か し、不登 校を し

ていて 、教師 や保護者 、社会 の中 で権利 が守 られ て いない と

感じた こ とや 体験 を出 し合 うことか らは じま り、それ を基 に

宣言文 を考 えま した。で きあが る直前 には、喜多 さん や奥地

さん にア ドバ イスを頂き 、延 べ3 8 時間にわた りみんなで納得

できるまで話 し合 いま した。

「不登校の子どもの権利宣言」は不登校を経験 し、子どもの

権利 を学ん だ私た ちか らお とな たち、 と くに保 護者 や教師へ

のメ ッセー ジです 。 この宣 言が 、不登校 の子 、苦 しみなが ら

学校 に行き続 けて いる子 に とって、不登 校 をする ことも 自分

たち の権利 のひ とつであ る と知 る ことや、子 どもの権 利が 私

たちの身近な生 活のなかにあるのだ と知 ること、お とな にと っ

ては不登校 を理解す ることのき っか けにな った ら嬉 しいです。

教育への権利 （1条）や学ぶ権利 （2条）、子どもの権利を知

る権利 （1 3 条 ）など、 どの条文 にも、不登校 を して いる私 た

ちを理解 しても らいた い、権利 を学ん で感 じた ことを伝 えた

いとい う思 いが詰 ま ってい ます。ぜ ひ多 くの 方 にお伝え くだ

さい。

そ して 、私た ちは今後 も この宣言 をよ り多 くの人 に広 めて

いくため引き続き活動 して いきます。

≡≡包（ 東京 シ ュー レ高等部
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不登校の子 どもの権利宣言
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十－、

十二、

十三、

旺

私たち子 どもはひと りひと りが個性 を持 った人間です。

しか し、不登校を している私 たちの多 くが、学校 に行 くことが当 た り前 とい う社会の価 値観の 中で、私 たちの悩 み

や思い を、十分 に理角牢できない人たち か ら心 無い言葉を言われ 、傷つけ られる ことを経験 してい ます 。

不登校の私たちの権利 を伝えるため、すべ てのお となたち に向 けて私 たちは声をあ げます。

おとなたち、特に保護者や教師は、子どもの声に耳を傾け、私たちの考えや個々の価値観と、子どもの最善の利益

を尊重 して くだ さい。そ して共に生きやす い社会 をつ くって いきませんか。

多 くの不 登校の子 どもや、苦 しみなが ら学 校 に行 き続けて いる子 どもが、一人で も自身 に合 った生 き方や学 び方を

選べる世の中 にな るように、今 日この大会 で次 のことを宣言 します 。

教育への権利

私たち には、教育への権利 がある。学校へ行 く・行かない を自身 で決める権利がある 。義務 教育 とは、国や保護者 が、

すべての子 どもに教育を受け られ るようにする義務である。子 どもが学校 に行 くことは義務ではな い。

学ぶ権利

私た ちには、学 びたい ことを 自身 に合 った方 法で学 ぶ権利が ある。学 びとは、私 たちの意 思で究］ることで あ り他

者か ら強制 されるものではない。私た ちは、生きてい く中で多 くのことを学んで いる。

学び・育ちのあ り方を選ぶ権利

私たち には、学校 、フ リー スクール 、フ リー スペー ス、ホーム エデ ュケ ーシ ョン （家で過 ご し・学 ぶ）な ど、ど

のよ うに学び・育 つかを選 ぶ権利 がある。お となは、学校 に行 くこ とが当 た り前 だとい う考えを子 ども に押 し付

けないでほ しい。

安心して休む権利

私たち には、安心 して休 む権 利が ある。お となは、学校 やその ほかの通 うべき とされた ところに、本人 の気持ち

に反 して行かせ るのではな く、家な どの安心 できる環境で、 ゆっ くり過 ごす ことを保 障 してほ しい。

ありのまま に生き る権利

私たち は、ひ とりひと り違 う人間 である。お となは子 どもに対 して競争 に追いた てた り、比較 して優劣 をつけて

はな らない。歩 む速度や歩む道は 自身 で決 める。

差別を受けない権利

不登校、障がい、成績、能力、年齢、性別、性格、容姿、国籍、家庭事情などを理由とする差別をしてはな らない。

例え ばおとな は、不登校の子 ども と遊 ぶと 自分 の子 どもまでもが不 登校 になるとい う偏 見か ら、子 ども 同士の関

係 に制限を付 けないでほ しい。

公的な費用による保障を受ける権利

学校外の 学び・育 ちを選んだ私 たち にも、学校 に行 って いる子 どもと同 じように公的な費 用 による保障 を受ける

権利がある。

例えば、 フリー スクー ル・フ リースペース に所属 している、小・中学生 と高校生 は通学定 期券が保障され ているが、

高校 に在 籍 して いない子 どもたち には保障さ れていな い。すべての 子 ども が平等 に公 的費用 を受 け られ る社会 に

してほ しい。

暴力か ら守 られ安心 して育 つ権利

私たち には、不登校を理由 に した暴力 か ら守 られ、安心 して育つ権利があ る。おとなは、子 どもに対 し体罰、虐待、

暴力的な入所・入 院などのあ らゆる暴力 を してはな らない。

プライバシーの権利

おとなは私た ちの プライバシーを侵害 してはな らない。

例え ば、学校 に行 くよ う説得 するた めに、教師 が家 に勝 手に押 しかけて くる ことや、時間 に関係な く何 度も電 話

をかけて くること、親が教 師に家での様子 を話す こともプライバシーの侵害 である。私 たち自身 に関す るこ とは 、

必ず意見を聞 いてほ しい。

対等な人格と して認め られる権利

学校 や社 会、生活の 中で子 どもの権利 が活 かされる ように、お となは私 たちを対等 な人格 と して認 め、い っ しょ

に考 えなければな らない。子 どもが 自身の考 えや気持 ちをあ りの まま に伝 える ことができ る関係、環境 が必要で

ある。

不登校をしている私たちの生き方の権利

おとなは、不 登校を してい る私 たちの生き方を認め てほ しい。私たち と向き合 うことか ら不登校 を理解 してほ しい。

それな しに、私 たちの幸せは うまれな い。

他者の権利の尊重

私たち は、他者の権 利や 自由も尊重 します。

子どもの権利を知 る権利

私たちには、子 どもの権利 を矢口る権 利があ る。 国やお となは子 ども に対 し、子 どもの権利 を知る機会 を保障 しな

ければな らない。子どもの権利が守 られているかど うかは、子 ども自身 が決める。

2 0 0 9 年 8 月 2 3 日

全国子 ども交流合宿 「ぱおばお」参カロ者 一同
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「 不登校の子どもの権利宣言」と

子どもの自発的権利学習

一子 どもの「権利 を知 る権利」を

今年 に入 って、全 国フ リー ス クール大会 の折 に東京 シ ュー

レの子 どもた ちか ら子ど もの 権利 条約の 学習会 を開 いてい る

とい う話を聞 いた。私 にも講 師 に来て ほ しい、 とい う要望 も

あってとて も うれ しくな った。最 近は、子 ども の権利条 約 に

熱心な 自治体 や学校 、ある いは C A P な どの市民 団体 が子 ど

もたち のため に、条約 学習 を含め て 「権利 学習」 を行 ってい

る例 はあるが、子 ども 自身が 自分た ちの発 想で子 どもの 権利

条約の 自主的な学 習 をすすめ てい る、 とい う例 はたいへ んめ

ずらしか ったか らである。

＜ 19 9 0 年代日本の子どもの権利行使＞

子 どもの権利条約採択後の 2 0 年、その前半期に当たる

19 9 0 年代 は、子 どもたち が 自分 の環 境を変 えて い くた め に

子どもの権 利条約 を学 んだ り、生 か そ うとする動 きが活 発で

あった。私 が知る 限 りで も子 どもの権 利条約 を広 めて い くた

めに 「 1 0 代 の会」 を つ くった子 ども グル ー プ （東京、札 幌

＝フ リー スクール 「さ とぽろ」）、学校 に不満 を持 つ子 どもの

会（大阪）、あるいは生徒人権 プロジ 工ク ト（干葉県生徒会連盟）

などの活動 があ った。大 阪の子 どもの 会が 中心 とな り、赤 松

文部大 臣（細川内閣当 時）に手紙 を出 し、そ れがき っかけで「丸

刈り校則」 がな くな った ことはあ ま り知 られていない。

＜ 2 0 0 0 年代めんどくさい派 の台頭 とゼロ トレランス＞

2 0 0 0 年 代 は、ゼ ロ トレランス ＝寛容 なき厳 罰主 義の影 響

もあ り、「失敗 できない」子 どもの活動停滞 期に入 った 時期と

いえる。生徒 会や子 ども会 な どに参加 した いとい う子 どもは

全体の 2 、3 割程度 に落ち込み 、発言 した り、人とかかわ るこ

とをわず らわ しく感 じる 「めん ど くさい」派 が台 頭 した （ノーl

崎市 2 0 0 3 年調査）。 この ような子 どもの状 況は、子 どもの 自

己肯 定感の 低下 とも重 なる。そ のよ うな時期 に、不 登校の 子

どもたち か ら自発 的な権 利学習 が は じま り、その学 習成果 が

今回の権利 宣言 に結実 した ことを率直 に喜びたい。

まずこの宣言の前文 では、「私 たち子 どもはひ とりひと りが

個性 を持 った人 間です。 しか し、不登校 を してい る私たち の

多くが、学 校 に行 くことが当た り前 とい う社 会の価 値観の 中

‾ご、私 た ちの悩み や思い を、十分 に理解 で きない人 たち か ら

心無 い言葉 を言 わ れ、傷 つけ られ る こと を経験 してい ます。

不登 校の私 たちの 権利 を伝え るため 、すべ てのお となた ちに

向けて私 たちは声をあげます。」 とある。

「学校 に行 くことが当た り前」 とい う社会 的価値観 と闘 って

きた子 どもたちの 思いが込め られて いる。

点・吉旦己王‾

喜 多 明 人

私はつねづね今日の家庭や地域の変質、子どもの多様な問

題状況が生 じる中で学校が何でも背負い込む体質を改めて、

そろそろ学 校以 外の学 び場 を公教育 と して認め てよ いので は

ないか、 と問題提 起を して きた。そ の裏返 しとい って よい子

どもた ちの 言いう）は二・三条 にこ う表現された 。

「 二、学ぶ権利

私 たち には、学 びた い ことを 自身 に合 った方 法で学 ぶ権

利 がある。 学び とは、私 たち の意思 で矢口るこ とであ りイ也者

か ら強制 され るもの ではな い。私た ち は、生き てい く中で

多 くの ことを学んでいる。」。

「 三 、学び・ 育ちのあ り方 を選ぶ権利

私たち には、学校、フリー スクール、フ リースペー ス、ホー

ム エデ ュケ ー シ ョン （家 で過 ご し・学 ぶ） な ど、 どの よ う

に学 び・ 育 つか を選ぶ権 利が ある。 おとな は、学校 に行 く

ことが当た り前だ とい う考え を子 どもに押 し付 けない ‾ごほ

しい 」 と。

憲法 2 6 条2 項には、すべて国民は「その保護する子女に普

通教育 を受 けさせ る義務 を負 う」 と書 かれ ている が、学校 だ

けが普 通教育 を与 える ところ とは書 いていな い。子 どもの 多

様な意思 とニーズに応 じて ひと しく教育 を受ける権利 （2 6 条

1 項） を実質 的 に保障 して い くた め に、学校 教育 法 に定め る

学校以外の「学びの場」を制度化することが現代的課題となっ

ている。

かつ ては、 フ リー スクール な どへの公 的支援・ 助成 が課題

とされ ていた が、近年 は これを さ らに進 めて、公 教育 の一環

に据え てい こ うとい う方 向性が 明確 にな って きた とい って い

いのではないか。

と くに、 13 項で以下の条文 を宣言 した意味 は大 きい。

「 十三 、子 どもの権利を矢口る権利

私 たち には、子 ど もの権利 を矢口る権利 が ある。国 やお と

な は子 どもに対 し、子 どもの 権利 を知 る機会 を保 障 しな け

れ ばな らな い。 子 ども の権 利 が守 られ て いる か ど うか は、

子 ども自身 が決める。」

子どもの権利条約の子どもへの広報義務は、一般的には国

連に おいて協定 を結 んだ締 約国 問の義務 と考 え られ がち であ

るが、子 どもの 「権利 を矢口る権 利」 に対 する締 約国 の義務 で

ある とい う本 質を よ く表現 して いる と感 じられた 。不登校 の

子どもたち が置か れてい る現状 か ら、そ の よ うな権 利要求 が

にじみ 出て きた こと、その よ うな 権利要 求 にこそ私 たちネ ッ

トワークも依拠すべ きである こと、 を痛 切に感 じたのである。

子どもの 権 利条 約 第 9 7 号・ 2 0 0 9 年9 月1 5 日号

』



自 ■■■
l ■ ■l■

■■■ ■
l l ●

「地方自治と子ども施策」

一全国自治体 シンポジウム2 00 9 －

2 0 0 9 年 9 月 3 日か ら2 日間 、北海 道 の札幌 市 にて全 国 自治 体 シ ンポ ジ ウムが開催 され た。 自治体 シンポ ジ ウムは、地 方 自治 の も とで地

域に おいて子 ども を支援 してい く子 ども施策 の あり方 や展望 を見 出す ために2 0 0 2 年 か ら毎 年開催 されてい る。 第 8 回 目の開催 となる今 年

は「子 ど も 支 援 ・ 子 育 て 支 援 と子 ど も に や さ しい ま ちづ く り」 を テ ー マ に 、 厳 し さ を増 す 子 ど も た ち の 状 況 に 目 を向 け、 現 行 の 子 育 て 支

援施 策の 中に子 ども支援 の視点 ・施策 をいかに盛 り込 んで ゆ くのか、 また、 さま ぎまな行政分 野 に分 断 された状態 で行 なわ れてい る子 ど

も施策 を、い かに して子 ども支援 や まちづ くりといった視点 で捉 えなお し、総 合化 してい くの かにつ いて報告 や意見交換 が な され た。

1 白目は、元 ノル ウェー・ 子 どもオ ンブズマ ンでユ ニセフ ・

イノチ エンテ ィ研 究セ ンター上 級研 究員の トロン ト・ ヴオー

ゲ氏に よる記念講 演が行 なわ れたの ち、 シンポ ジウム 「子 ど

も支 援・ 子育 て支援 の総合 化 と子 どもにやさ しい まちづ く り

～わがまち の子 ども施策 と首長 のイ ニシア テ ィブ～」が行 な

われ た。

シンポジウムでは、基調報告者の森田明美氏 （東洋大学）

による子育 て家庭 が抱 えるさ まざ まな困難 や、地域 や行政 に

よる子育て家族への支援の不十分さ及び必要性についての問

王誼提起を受け、子ども支援・子育て支援施策、子ども条例の

制定 、子 どもの相談・ 救 済、子 ども参加 等、 につい てシ ンポ

ジス トの上田文雄札幌市長、田岡克介石狩市長、田村弘滝川

市長、北良治奈井江町長、宮西義憲芽室町長によるパネルデイ

スカ ッシ ョンが行 なわ れ、子 どもの権利 実現 のた めに何 を重

点課 題 と して意識 し、そ れを どの よ うな方法 で解決 し、 どの

ように子 どもにや さ しいまちづ くりを実 現す るの かにつ いて

のかな り踏 み込 んだ議論が行なわれた 。

2 日目は始 めに7 つの分科会 に分 かれて報告及 び意見交換が

行なわれた 。

・第1分科会「子どものS O S と相談・救済」

（》子 どもたちが置 かれている現状 （子 どものS O S か ら見え

るもの）（む子 どもの S O S に応答す る仕組 みと実践 （各 自治体

の取 り組みの 現状）③ 「子 ども にやさ しいまち」 づ く りにお

ける子 ども救済 の位 置 と課 題 とい う3 つの視 点 か ら、 それぞ

れの 自治体が取 り組 む 「子 どものS O S と相談・ 救済」の現状

を報告 し、 これまでの成 果 とこれ か らの課 題の検 討 がお こな

われた。

・第2 分科会「子ども虐待への対応～要保護児童対策地域協

議会の運営をめぐって～」

要保護児童対策地域協議会をめぐる最近の動向や人材育成

等について、コー ディネー ターか ら説明 をおこな った後 に、要

保護児童対策地域協議会の運営上の課題について各自治体か

ら報 告を行 い、子 どもの権利の視点 か ら検討 がおこなわれた。

・第3分科会「次世代育成支援計画の評価と推進」

2 0 10 年からの次世代育成支援後期行動計画に向けて、子

ぱ≡
点を どのよ うに入れ るの か、子 ども支援 を総合

利条 約 第 9 7 号・ 2 0 0 9 年9 月1 5 日号

的に展 開する ための計 画を どの よう組み立 て推 進す るのか に

ついて、自治体か らの報告 をもと に討論が おこなわれた。

・第4 分科会 「子ども条例の制定と実施」

誤解や抵 抗の 申それ ぞれの 自治体 が どの よ うに して条 例の

制定 し、子 ども施策 を展開 してき たのか、 また今後 の課題 は

何かを明 らか にする ため に、（か条例 制定の 背景 や過程、① 条

例の趣旨・内容や特徴、（勤条例の実施状況 （方向性）、④条例

の効果・意 義、（む条 例実施 にお ける課 題な どにつ いて、条 例

実施中 および制 定中の 自治体 か ら報 告・ 発言 を受 けて、検 討

がおこなわれた。

・第5 分科会 「子ども支援と子ども参加」

子ども参 カロを促 進 している 自治体 や施設 、相談・ 救済機 関

からの報 告を受 け、子 どもの 「取 り込 み」 や 「飾 り」「操 り」

のよ うな 「参加」 ではな い、権利 と しての参 カロ及 び、そ こ に

おいて子 ども を支 援 してい く視 点や方 法、効 果な ど につ いて

検討 がおこなわれた。

・第6 分科会 「子どもの権利の啓発・普及と学習・教育」

子 どもの権 利条約・ 国連採択2 0 年、 日本批准 1 5 年 のいま

なお、子 どもの権 利や子 どもの権 利条 約につ いての 理解 が十

分で はない現状を踏まえ、地域 における子どもの権利の普及 ・

学習 の課是引こつ いて、 自治体 や養護施 設、 また 自治 体や施 設

と市 民の協 力・ 共 同を支 える要 となる 市民 グル ー プの取 り組

みについ ての報 告を受 け、権利 の啓 発・ 普及 と学習・ 教育 の

促進の今後 の課5題について検討 がおこなわれた。

・第7 分科会「子どもの居場所づくり」

子 ども施策 における居 場所づ くりの 重要性 や子 どもの権 利

を大切 に した居 場所とは何か につ いての 報告をも とに、（丑「子

どもの参加」 による居 場所づ く り、（か「子 どもの相 談・救済」

につ ながる居場 所の機 能の2 点 に注 目 しな が ら、事例を検討

し、居 場所 づ くりの実践 的 ヒン トを得 る ととも に、その あ り

方と機能 について検討がお こなわれ た。

最後 に、 シン ポジ ウム 「子 どもにや さ しい まち づ くりにむ

けて～子 ども条 例 と子 ども参 加 を中心 に～」 がお こな われ 、

ユニ セフの 提案 する 「子 ども にやさ しいまち づ く り」の 国内

外の 展開 をふ まえなが ら、国内 での成 果 と課 題が 明 らか にさ

れた。



この自治体 シ ンポジ ウムは、 自治体 関係者 と研究者 な どが

連携・ 協力を しな が ら、子 ども施 策 につ いて の情報・ 意見交

換や研 修や、創 意工夫 ある取 り組 みを してい る自治体 をネ ッ

トワー ク して い く機 会 と して開 催さ れてき たもの で、来 年は

石川 県白山市でお こなわれる予定 となっている。

（子どもの権利研究所 竹内麻子）

記念講演◎子どもの権利条約国連採択2 0 周年

子どものS O S と子どもにやさ しいまちづくり

トロ ン ト・ ヴ オー ゲ （ユニセフ・イノチェンティ研究センター）

9 月2 日に行われた 「地 方 自治 と子 ども施策」全 国自治体 シ

ンポジウム2 0 0 9 in 札 幌の トロ ン ト・ ヴオーゲ氏の講演の要

旨は、次の通 り。

○は じめに

日本 における 「子 どもにや さ しいまち づ くり」 の創 造を促

進する このシ ンポ ジウムで ス ピー チがで きる ことに敬 意と喜

びを感 じます。私 の プ レゼ ンテー シ ョンでは、最 初 に私 たち

の未来 に対 し、 立ち は だか る子 ども 期 にお ける複 数 の動 向、

持続可能 な子 ども政策 や児童 福祉 の発展 と 「子 ども にやさ し

いまち づ くり」 の役割 、そ して、 このまち づ くりの成功 的な

履行 に結 びつ くキー・イ シューを確認 したい と思 います。

○移 り変わ る世界

世 界 は、常に変化 の 中にあ りま す。最近 の懸念 は、都 市化

の進行、気候変動、人口動態の警鐘などの急激な変化の発生

です。た とえば、気 候変動 の 問題で は、子 ども に対 する 影響

は十 分 に考慮 されて いる とは言え ません。 その一 方で 、子 ど

もが こう した気候 変動 の単な る被害者 で はない こと にも留意

する必要 があ ります。子 ども はコ ミュニケ ーター 、変革 者で

もあ るの です。

気 候変 動の決定 要素 に関す る子 どもたち 自身の 認識－ その

インパ ク トやそ れ らをどの よ うに和 らげる か－ は、家庭 や地

域にお ける活動、 その結 果 と しての政 策 によ り広 く影響 を及

ぼす鍵 とな りま す。今 日の子 どもた ちが成 長す るよ うに、気

候変 動の インパ ク トを変革 し、発信 する彼 らの能 力が、成 長

“後”を支える決定的 なものになるで しょう。

○子 どもにやさ しいまちづ くり一変革 をもた らす

「子 ども にやさ しいまちづ く り」 の活動 は、 1 9 9 6 年 にイス

タンブール で開催された都市サ ミ ッ トに由来 します。

ユニセ フの 「子 ども にやさ しいま ちづ く り」 に関する 事務

局の 鍵 となる活動 は、世界 中の子 どもにや さ しいまちづ くり

の経験 に関する分 析や これ に基 づ く行 動の ための 枠組み の入

念な仕上げです。枠組みの中心は、子どもの権利を尊重する

都市の実現のため、全世界の自治体 に適用される 9 つの要素

です。す なわち、（⊃子 どもの積極 的参 加の促 進、（か子 どもに

やさ しい法的枠組み 、（卦まち全体の 「子 どもの権 利戦略」、（彰

子ども の権利 担当 部局 また は調整 のた めの 仕組 み、（9 事前 ・

事後 の子 ども影響 評価 、（彰子 ども予 算、（∋定 期 的な 「まちの

子ども白書」、⑧ 子どもの権利 の周矢口、⑨ 子どものた めの独立

したア ドポ カシー （権利 擁護 ） です。 この 9 つ の要 素 は、地

方自治の場 で子 どもの 権利条 約を実 施 してい くとき にも要 と

なる もの です。

よ り子 ども にや さ しくな る ため に効果 を生 み 出す 都 市 コ

ミュニテ ィに関 する徹 底的 な実践 や研究 か ら、 ある いは先進

匡は 途上 国の状況 に関 する さまざ まな分析 か ら示 唆 される こ

とはた くさんあ ります。

○子どものための政治、変革のための政治

「子ども にやさ しい まち づ くり」 と向 き合 うほかの い くつか

の重要な挑戦 を確認 しま しょう。

「子ども にやさ しい まちづ くり」を履行 するため 、文化 にお

ける 子ど もの捉 え方を理 解す る ことが重要 です。 条約 は 2 つ

の子 ども観 を示 してい ます。 1 つ は、 お とな の支援 や保 護の

対象 と して の子 ども、 も う一 つは、条 約を通 じて示 され た考

え方 であ り、彼 らの生活 に作用 する決 定へ の、あ るい は彼 ら

の社会 や コミ ュニ テ ィヘ の貢献 的な参 加者 と して の子 ども観

です。

教育 制度 は、子 ども にやさ しいまち づ くりのため の重 要な

要素 です。私 たち は、今 日の教育 が明 日の世界 のた め にふさ

わしいか問 い直す 必要 があ ります し、今 日の教育制 度 は、彼

らの人 生を歩 むた めに 工ンパ ワーさ れるた めの、そ して 無知

に取 り組む ための 回復力 、刷新力 や創造 的な スキル を身 につ

けさせるもの にな っているか どうか顧みな lナればな りません 。

なお、学 校 は、子 ども参カロを促進 し、意 見を言 える よ うな 空

間と して重要 な役 割を果 た します。子 ども にやさ しい学校 づ

くりを可能 にす るには、以下の4 つのステ ップがあ ります。そ

れは、第 一 に、教職 員の研 修 （ポジテ ィブな リー ダー シ ップ

能力、子 ども の権利 に関 する矢口識、子 ども参 カロの奨 励方法 な

どにつ いて）、第二 に、子 どもの権利原則 を反 映 した 明確 かつ

具体 的な ガイ ドライ ンの 策定 、第三 に、民主 主義教 育・人 権

教育、第四 に、子 ども参加の促進です 。

最 後 に、子 ど もの最 善 の利 益 とい う考 え方 は、私 た ち が、

特に包括的な子どもの理解や子どもの権利の実現のための子

ども に影響力 のあ る政策 や計画 を進め るの を助 けます 。子ど

もの 最善 の 利益 に導 か れる こ とで、私 た ち は、専 門職 （家）

が保護 者や地 域 コミ ュニ テ ィ、子 どもたち を理角写し、支援 す

るため、彼 らを トレーニ ンクす るのに影響力のあ る制度やサー

ビス を開発 する ことを 目指 す ことを よ りよい位置 に位置 付け

ることがで きるのです。

二≡迦（ 要約 ：子どもの権利条約総合研究所

子ど もの権 利条 約 第9 7 号 ・2 0 0 9 年 9 月 15 日号
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オンブス 8 サミッ ト報告

桜井 智 恵 子 （川西市子どもの人権オンブズパーソン・大阪大谷大学教具）

2 0 0 9 年 6 月 2 5 －2 6 日、オ ンブズ8 サ ミ ッ ト（0 8 ） がイ タ

リアの サル デ イーニ ヤ島 で開催 された 。G 8 の国 々 （カナ ダ、

フラ ン ス 、 ドイ ツ 、イ タ リア 、 日本 、ロ シ ア 、 U K 、 ア メ リカ ）

から子 ども オンブ ズの代表 が集 った。 日本か らは、川西 市子

どもの 人権 オンブ ズパー ソンが、 ユニ セフ と主 催の ヌーオ ロ

州か ら招かれ参カロした 。

会議の 目的は、（丑G 8 サ ミ ッ トに渡す提言書 を共同で作 るこ

と、（かその 内容をそ れぞ れの国 内で市民 に広 く知 っても らう

こと。

今年 のG 8 の 議題 を受 けて、0 8 サ ミ ッ トの テーマ は 「経 済

危機」と「気候変動」の子どもへの影響だった。オンブズパー

ソンと しての国 内の仕事 紹介 よ りも 、相 談救 済の実 務の 内外

で、広 く時代 状況 を把握 し、子 どもの最 善の利 益 をど う位 置

づけ考えて いるのか とい う点が 問われる会議だ った。

出発前 に0 8 サ ミッ トのテーマの課題整理 を し、意見 をまと

め、それ を他 の川西 の オンブ ズパー ソンた ちと共有 して、イ

タリアヘ 向か った。ユ ニセ フか らは、川西市 の経験 をで きる

だけ発信 してほ しい と要請 を受 け会議 に臨んだ。

「 経済危機」と「気候変動」の子どもへの影響

第一部では、「経済危機の子どもへの影響」が話 し合われた。

貧困は 自己責任 と考 え られがちだが 、構造 的であ り、G 8 を中

心と した富める 国 によ り不平 等が作 り出 されて いる と確 認さ

れた。

日本 では、子 どもの 貧困率 が先進 国の 中で高 く、そ れが親

による 子ども の将来 に対す る雇用 不安 をかき たて、 さ らなる

教育不 安が作 り出 されて いる こと。それ が、世界 で最 も孤独

感の高 い、 日本 の子 どもの 自己肯定 感の低 下 につなが って い

ると、データ をも とに説 明 した。

第二部では、「気候変動の子どもへの影響」が話 し合われ、

私は司会 を担当 した。

』芸 ヒガス排 出な どによる 、気温上 昇、さ毎面 上昇 、干 ばつ

もの権 利 条約 第9 7 号 ・2 0 0 9 年 9 月 15 日号

など による災 害の 8 割 が発 展途 上国 で起 きて いる こ と。 もは

や自然災 害で はな く、「人災 」だ ということ。また 、先 進国の

消費 量が 、と りわ け北 アフ リカの気 候変動 に影 響 し、子 ども

を直撃 している ことが 、専 門家 によ って説明された 。

目指 す方 向 と して、（〇適切な 規制 、② 法整 備、③ 一般の人 々

の意 識 を変え る こととま とめ られ た。た とえ ば、環境 をめ ぐ

る授業 では、 ひどい状況 にな っている とい う説 明に留 ま らず、

解決 しよ うと思 え ば解 決で きる方法 があ る と、具 体的 な提案

を若 い人 たち に伝える ことが重要 と指摘された。

それ を受 けての議論 では、発 展途 上国 を抑圧 しつつ 成立 し

ている 、先進 国の消費 量を減 らす こ と、成 長 を減速 し、消費

パター ンを変 え、産業 構造 を組み 換え る ことが、子 どもへの

影響 を改善する ことと共通認 識 した。

司会者まとめの中で私 は、ライフスタイルの変容 について、職

人や小さな商店を積極的に守 っている北イタ リアの例を加えた。

子どもの声を代弁 して制度改善に結 ぶ

第三部 では、「子 どもの参加」 について話 し合 われた。政策

決定への子どもの参加一子 どもを励まし、政治的な行動への

参カロを促す とい った意見 が述べ られ たが、私 は、次 のよ うに

話した。

川 西の経験 か ら、イベ ン ト的な 「参 カロ」 よ りむ しろ、声 を

出しに くい子 どもの声 をオ ンブズが 代弁 する ことも 「子 ども

の参 加」の 重要 な構成要 素 である こ と。 また、声 を出 しに く

い子 どもの 気持 ちを受 け取 るため に、子 ども との 信頼関係 を

築く時間 と力量 が必要 であ ると述べ た。子 どもの 声を代 弁 し

て制 度改善 に結 ぶ ことがで きる。 これ は 「子 どもの参カロ」 と

第三者機関の役割でもある 「制度改善」がつながる大切な視

点だ と、オ ンブズパ ーソンの仕事を重ねて きて、考 えるか らだ。

追 って 、「子 ども は沈黙 した市 民」 と、イ タ リア や ドイツ、

フラ ンスも私の 意見 を補足 して くれた。弱 い立場 の子 ども を

代弁す るとい うオ ンブズの 働き を知 り、子 ども自身 が誰か の



代弁者 と して力 をつ け る方法 も 学ぶ ことに もな る。そ れ は、

人と人 とが助 け合 うとい う価値 を伝達 する制度ともなる 、と。

大騒ぎの提言書 まとめ

二 日間の会 議の最後の仕 事は提言書 をま とめる ことだ った。

8 カ 国のオ ンブ ズパー ソ ンたち が、文 案が 映 し出さ れる プロ

ジ工クターの前 に立 ち、大騒ぎだ った。「もっと強 い言葉を ！」

「文化 的に 『子 どもが死んでい ます』 とい う言葉 は使 って もい

いだ ろ うか ？」 な ど 。

提 言 書は、次 の よ うに言 葉 を選 びな が ら作 り上 げ られた。

少し紹介 しよう。

「経済危機の影響も気候変動も、大人たち、先進国の開発過

剰によ り行 われ、そ の子 どもへの 影響 は深刻 です。 それが 世

界的 に充分理 角牢さ れてい ません 。家庭 内暴力 、虐待 、搾取 的

な労働 を強 い られ る青少 年、格差 の拡 大、病 的状態 は、子 ど

もへの経済危機の見 えに くい影響の数々 です 。」

「状況 は深刻です 。子どもたちの命 は、大人た ちのせいで危

機にさ らされ てい ます。 しか し、私 たち大 人 は、経済 危機 と

気候変 動の子 どもへ の影響 を改善 する チ ャンスがあ り、義務

があ ります。」

パワフルな各国オンブスたち

会議 の冒頭 で、各 国オ ンブズの機 関紹介 が短 くあ った。印

象的だ ったのは、国や連邦オンブズが、法律や政策提言に関

する仕事 が中心 なの に対 して、地方 オ ンブズ は、実務 に政策

提言 に調査 にと、 さ らに多 様な仕 事 にチ ャ レン ジ して いた こ

と。地方 オ ンブズ は、子 ども と実 際 に出会 い、彼 らの声 を代

弁す るとい う ことで、相談・ 個別 救済 の実 際を、制 度改 善 に

結ぶ可能性がある とい う発見は、第三 部で述べた通 りだ。

勧告後の追跡調査を し、州政府に子どもの権利保持者であ

ると受 け入 れさせ る取組 みを してい るカナ ダ、国 が子 ども に

対して必要な投資 を して いないと意見書 をまとめ るアメ リカ 、

政策の 監 視 （モ ニ タ リン ク） を丁寧 に行 って いる フラ ン ス、

7 人の オン ブズが州 レベル で法律 に影響 を与 えて いる とイタ

リア、子 ど もや若者 に伝 える ため ネ ッ トのY o u  T u b eにサイ

トをも つU K 、8 3 地域 の子 どもオ ンブ ズを もつロ シア、政 府

に向けてばか りではな く市民 社会 に向 けての発信を と ドイツ。

それぞれ に明 る く朗 らかで 、パ ワフルな 代表 オン ブズパ ーソ

ンたち とは、会議 を終 えて か らも 様々な お喋 りを し、力づ け

られ帰 国 したのだ った。

子どもの権利条約ネ ッ トワーク主催

夢麿包⑯ も 潤畠諷 ちエ
l 巾 ： 良

「 子どもの権利条約」採択2 0 周年の今年も基礎講座を企画 しています。

記念すべ き この年 に、条約 を基礎 か ら学 びなお してみ ま しょう。

【 日 時】 1 1月2 8 日 （土）午後 1時～ 4 時 （受付 午後 1 2 時3 0 分）

【 講 師】 荒牧重人（子どもの権利条約ネ ッ トワー ク副代表・山梨学院大学法科大学院教授）

【 場 所】 早稲田大学戸 山キ ャンパス （文学部）3 9 号館 第 5 会議室

【 参加費】 大人 ：1，0 0 0 円 （会員8 0 0 円）／ 18 歳末満 ：5 0 0 円（子ども会員・ 学生会昌無料）

【 申込み・ お問い合わせ】 電話、F A X 、メールで子 どもの権利条約ネ ッ トワーク事務所まで。

子どもの権利条約 第 9 7号・ 2 00 9 年卯 ．15 口号
∠』



「 子どちの権利条約 フォーラム2 0 0 9 in とや ま」

1 1月 14 日（土） 1 5 日（日）に富 山 国際 会議 場 にて開催 ナノ

子どもの権利条約採択2 0 周年となる今年の 「子どもの権利

条約フ ォーラム2 0 0 9 in とやま」も、あ と2 ケ月 と迫 って き

ました 。

現在 、二 日間のプ ロ グラムは、 ほぼ確 定 し、 申 し込 みの受

付を開始 しま した。

今回の フォーラム にあた って大切 に した ことは、 1 ．子 ども

の権利条約 に関わる人の 裾野を広 げる。2 ．子 ども支 援のた め

に親支 援の視 点を重 視す る。3 ．富山色 を出 した大会 とする、

です。

子ども実行委昌会の提案 で、フォー ラムの全体テーマ は、「ぽ

くの権 利 わ た しの気 持ち 聞い て くださ い ！ 子 どもの声

を」 と決ま りま した 。

1 日 目は、開会 セ レモニ ー、森 田 ゆ りさん によ る基調 講演

のあ と、「おとな と子 どもの権利」 をテーマ に、全体 シ ンポジ

ウムを行ない ます。2 日目は、子 ども実行委昌会 主催の3 つ を

含む計 1 8 の分科会を行ない、最後に閉会セレモニーで、名・分

科会 での成 果を発表 します 。

1 日目夕方の交流会で は、富山の海の幸 山の幸を豊富に準備

し、あ っと驚 くパ フォー マンスも企画中です 。条約 採択 2 0

周年 にふさわ しい、心 に残 るフ ォーラム に したいと思 ってい

ますの で、ぜひ、皆さんの ご参加を心か らお待 ち しています。

（実行委昌長 明橋大二）

ホー ムペ ージ ：h ttp ：／／n po －P a le tte ．0「g ／n c「C 2 0 0 9 ／

1 5 日分科会 プログラム

編集後記

今号 でも2 0 周年記念 イベ ン トに参カロした子 どもたち に執 筆を お願 い したが 、

最近 の本紙で は、子どもた ちか らの原稿 をなるべ く多 く掲載 させていた だいて

いる。 これ は 「子 どもの権 利」 につい て、私 たちお とな側 か らだ けで はな く、

子ども 自身か らの発信が必要 だ と考 えるか らだ。子 どもたち か らは、ス トレー

トに “いまの 自分 ■’を表現 した原稿が とど く。その文 章に、私た ちや社会 に伝

えよ うとする エネルギーが満 ち満ち ている ことは、吉元者の方々 も感 じられてい

ることだろ う。彼 らの権利意識 にハ ツと した り、新たな気 づきも多い。

執 筆 を依頼 した子 どもたち の中 には、文章 をか くことに慣れ ていな いため 、

自分 の思いや考 えを人 に伝 え られる かど うか不安 な人もいた 。また、書 いてい

るうち に、何が いいたいの か、 自らの 中で葛藤 したかも しれ ない。（それ らは、

おとなも 同 じだが…）それ でも、み な比 較的速筆 で、とて も意 欲的だ。人 は本

来、‘‘伝える”こと “表現す る”ことに前向きなのだ と改 めて感 じる。頼も しく、

嬉しい ことだ。

子 どもたちの書 く文章 は、荒削 りであ った り、新 語や話 し言 葉もある 。あ く

までも “あ りの まま＝原文 ’’で掲 載 しているの は、私たちお とな は、彼 らの “あ

りのま ま” の多様な表現 か ら喜売み取 り、共 に考 え行 動 しな が ら、権利 を尊 重す

る社会を 目指 して いきたいためである。（N ．K ）

』…
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1
あなたに会えてよかった。

～社会的養護とこころの居場所～
1 0 子ども実行委員会 （いじめ）

2 「子どもの権利条例」をつくろう 1 1 子ども実行委員会 （おとなへの不満）

3
「子どもの時にもっと遊びたかった」と後悔させない ！
＜第 3 1 条の権利＞

1 2 子ども実行委貴会 （学校 ・家庭のこと）

4
パパ ・ママあのね

一幼稚園 ・保育園と子どもの表現－
1 3 冨山型で働く ・育つ ・育む

5 子どもに聴こう‥・不登校って何 ？ 1 4 子育てほつとカフェ

6
わた したちも日本で生きてます

一列国籍／外国にルーツのある子どもたち－
1 5

伝えよう、すべての子どもに 「あなたは大切な人」

一今おとなにできること－

7
ワークショップ
「カンボジアの子どもと子どもの権利条約」

1 6
親が変わる教師が変わる⊥それが出発点

－ア ドラー心理学育児のすすめ－

8
カナダ生まれの親学習 ＆支援

N o bo d y’s p eげe c t って何 ？
1 7 子どものえがおが輝 く学校づくり

9
「ここが好き」

～子どもにとってのいい放課後の居場所って？～
1 8

ワークショップ （ゲーム）で学ぶ子どものケンリ

～知って感じる権利条約／子どもと向き合うアイスブレイク～


